
「データ・街 ing（マッチング）保健事業」業務委託 
に関する企画提案募集要領 

 

鹿児島県が実施する「データ・街 ing（マッチング）保健事業」に係る委託先事業者の選

定に当たり，この要領に基づき企画提案募集を行う。 

 

１ 業務の目的 

  国民健康保険事業の健全運営と保健事業は密接な関係があり，県内の市町村国保では，

被保険者の健康度，健康意識の向上のため，生活習慣病予防や重症化予防などの保健事

業に積極的に取り組んでいる。 

一方，保健事業の実施にはマンパワーと相応の費用が必要であるが，市町村国保では，
保健師等専門職の確保が難しく，また，厳しい財政状況の中で，必要な事業を適切に実
施することや，効果の見込めない事業の適時見直しなど市町村国保の抱える課題は多い。 
このような状況においては，県内の市町村国保が有するレセプト情報や特定健診・特

定保健指導等の各種データを収集し，医療内容や傾向分析を実施することで，健康課題
の抽出・明確化を図るとともに，被保険者個々人の生活実態や公共交通機関や医療機関
へのアクセスなど社会環境等に着目して，地域特有の質的情報の分析や地域資源の把握
に努めることが重要となっている。 
これらの分析結果等を市町村における第２期データヘルス計画の評価及び第３期デー

タヘルス計画の策定支援に活用するとともに，県内市町村国保が，被保険者全体に対し
効率的に働きかけ，そのうえで生活習慣を改善することが必要な者や早期の治療が必要
な者などに絞り込んだ事業が展開できるよう支援を実施することで，医療費適正化と国
民健康保険事業の健全運営に寄与する。 

 

２ 委託業務の概要 

別添仕様書参照 

 

３ 委託方法 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定を適用し，企画提案方式による随

意契約とする。 

 

４ 応募資格 

  次の⑴から⑷の全ての要件を満たす団体とする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること 

 ⑵ 暴力団等を構成員に含まない，また，暴力団等と取引がないこと 

 ⑶ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと 

 ⑷ 委託業務の実施に関するノウハウを有し，かつ当該委託業務を円滑に遂行するため

の必要な経営基盤を有していること 

 

５ 委託契約金額の上限 

４９，９９５千円（上限額。消費税含む） 



※ 履行までに要する全ての経費を含む。 

 

６ スケジュール 

⑴ 企画募集開始    令和４年 10 月 ４日(火) 

⑵ 参加申込書及び質問提出期限  令和４年 10 月 13 日(木)17:00(必着) 

⑶ 企画提案書等提出期限   令和４年 11 月 １日(火)17:00(必着) 

⑷ 受託事業者決定（予定）  令和４年 11 月 14 日(月) 

 

７ 応募方法 

⑴ 提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

企画提案への応募について，別添「参加申込書」(様式１)により，FAX または 

E-mail で受け付ける。送信後に必ず電話で到達確認を行うこと。 

また，「参加申込書」を提出後，諸般の事情により辞退する場合は，別添「辞退届」

(様式４)を上記６⑵の期限までに FAX または E-mail で提出すること。 

② 企画提案書（様式３） 

別添「企画提案書」(様式３)に，次の内容を掲載した企画書(様式任意)を添付して

提出すること。 

ア 企画説明書 

本業務の目的や仕様書の内容を考慮した上で，提案理由や期待される効果など 

を具体的に明記するほか，必要に応じて根拠となる資料を添付すること。 

   イ 実施体制 

ウ 全体スケジュール(当該事業全体にかかるスケジュール) 

エ 会社等概要書(現在の事業内容，登記簿の写し及び定款) 

③ 参考見積書（任意様式） 

別添仕様書の業務内容に係る見積について内訳を明記すること。 

※ 正式な見積については，審査の結果を踏まえ，最も優れた企画を提案した応募 

者に改めて依頼する。 

④ 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に係る誓約書及び役員名簿（様式５） 

鹿児島県警察本部に照会するため使用します。但し，鹿児島県の入札参加資格 

者等名簿に記載されている場合は，役員名簿の提出は不要です。 

⑤ その他 

ア これまでの実績やアピールしたい資料があれば併せて提出可。 

イ 必要に応じて，追加書類の提出を求める場合があります。 

ウ 企画書は，Ａ４横・長辺綴じとし，両面印刷も可とする。 

エ 提出するすべての書類は２穴パンチをあけ，カバーは付けないこと。 

 ⑵ 提出の条件 

① 企画書の提案は，１社につき１案に限る。 

② 提出された企画書は返却しないこととし，提出後の修正は認めない。 

③ 採用された企画書の使用権は委託者に帰属する。 



④ 受託者決定後は，委託者と十分に協議しながら事業内容を決定することとし，企 

画の一部を修正または変更する場合がある。 

⑤ 企画書の作成及び提出に関する経費は，すべて企画提案者の負担とする。 

⑶ 提出部数 

上記７⑴の②，③及び⑤ ７部 

上記７⑴の①及び④   １部 

⑷ 提出方法 

上記７⑴の①    FAX または E-mail 

上記７⑴の②～⑤  持参もしくは郵送 

⑸ 提出期限 

上記７⑴の①については，上記６⑵までに，上記７⑴の②～⑤については，上記６⑶

までに提出すること。郵送の場合も，期限までの必着とする。 

 ⑹ 提出先 

   12 と同様とする。 

 

８ 選定方法及び選定結果 

⑴ 審査・選考の方法 

選考委員会を開催し、審査の結果最も内容が優れているとされた企画書を提出した

者を契約の相手方の候補として決定する。企画提案のプレゼンテーションは必要に応

じて実施する。なお審査に際し、内容等で確認を要する事項がある場合には、企画内容

についてヒアリングを行う。 

⑵ 選考結果 

選考結果は企画提案者全員に対して文書により通知する。 

なお，審査内容については公表しないほか，審査内容及び評価結果に対する異議申  

立は認めない。 

 

９ 応募に係る質問について 

質問は，別添「質問書」(様式２)により，FAX または E-mail で受け付ける(電話によ

る質問は受け付けない)。送信後に必ず電話で到達確認を行うこと。 

質問受付期限は上記６⑵のとおり。 

質問に対する回答は，質問者に対して，E-mail にて行い，県 HP でも公表する。 

 

10 契約について 

選考で最優秀提案者に決定した事業者は，提案した事業内容に基づき委託者と委託契

約を締結するものとする。 

⑴ 事業内容 

原則として提案された事業内容とするが，必要に応じて委託者との協議により提案

された企画内容の修正・変更を行い，委託契約を締結するものとする。 

⑵ 委託金額 

事業を実施するために必要な経費とし，事業内容を修正した場合においても，上記５



に定める額を上限とする。 

⑶ 業務の再委託 

委託契約に係る業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 

 ⑷ 契約保証金 

   免除する。 

 

11 その他の留意事項 

当事業による成果物の権利(版権，著作権等)は委託者に帰属するものとする。 

 

12 応募・連絡先 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

鹿児島県くらし保健福祉部国民健康保険課 担当：假屋，堀内 

電話：099-286-2679 FAX：099-286-5552 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ko-sidou@pref.kagoshima.lg.jp 
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